
　平成 27 年 10 月から 11 月にかけて個人番号通知カード
が住民票の住所地の世帯主あてに簡易書留で発送されます。
　同封されている個人番号カード交付申請書を提出すると、
無料でカードの交付を受けることができます。この機会に
個人番号カードを申請しましょう！

【問い合わせ】
◇制度について　町総務課総務グループ　☎ 72-1111

◇個人番号カードについて　町住民生活課住民・国保グループ　☎ 73-7509

マイナンバー

こんなに便利！個人番号カード

身分証明書として
　マイナンバーの提示と本人確認が同時に

必要な場面では、これ１枚で済む唯一のカー

ドです。

行政手続きのオンライン申請に
　平成 29 年 1月から開始されるマイナポー
タルのログインをはじめ、e-Tax などの行政
手続きのオンライン申請に利用できます。

※マイナポータルとは、行政機関がマイナン
バーの付いた自分の情報をいつ、どことや

りとりしたのか確認できるほか、行政機関

から自分に対しての必要なお知らせを自宅

のパソコンなどで確認できるものです。

　いろいろな場面でマイナ
ンバーや本人を確認できる
書類として便利！
　将来的にもさまざまな使
い道が検討されています。

マイナンバーキャラクター
「マイナちゃん」

　個人番号の証明書として
　マイナンバーの提示が必要なさまざまな

場面で、マイナンバーを証明する書類とし

て利用できます。

社会保障・税番号制度

　平成 27 年 10 月以降、

住民票の住所に、マイナ

ンバーの通知カードが、

簡易書留で届きます。

マイナンバー

交付は無料！個人番号カードの申請方法

ステップ１

　同封されている個人番号カード交付申請

書に、顔写真を貼りつけ、返信用封筒に入

れてポストに投函。

ステップ２

個人番号カード
交付申請書

　平成 28 年 1月以降、個人番号カードの交

付準備が整うと、はがきで交付通知書が送

られてきますので、運転免許証などの本人

確認書類、通知カードをあわせてお持ちに

なり、町住民生活課住民・国保グループ窓

口へお越しください。

個人番号
カード

交付通知書

ステップ３

　本人確認のうえ、暗証番号を設定してい

ただき、個人番号カードが交付されます。

ステップ４

※個人番号カードの取得は強制ではありません。しかし、各種手続きにおけるマイナンバーの

確認および本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上を促すものです

ので、できるだけ多くの町民の皆さんに取得していただきたいと考えています。

　スマートフォンなどを利用

したＷｅｂ申請も可能です。

交付申請書のＱＲコードから

申請用サイトにアクセス！
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番
号
制
度
が
導
入
さ
れ
る

と
、
住
基
カ
ー
ド
は
ど
う

な
る
の
で
す
か
？　

平
成
28
年
１
月
を
予
定
し

て
い
る
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
交
付
開
始
以
降
、
住
基

カ
ー
ド
の
新
規
発
行
は
行
わ
な
い
予
定

で
す
が
、
平
成
27
年
12
月
以
前
に
発
行

さ
れ
た
住
基
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
有

効
期
間
内
は
引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。
た
だ
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
交
付
を
受
け
る
と
き
に
、
住
基
カ
ー

ド
は
廃
止
・
回
収
さ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
に
聞
く

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
Ｑ
＆
Ａ

マイナンバー

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
い
つ
か

ら
ど
の
よ
う
な
時
に
使
う

の
で
す
か
？　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
平
成

28
年
1
月
以
降
、
社
会
保

障
、
税
、
災
害
対
策
の
分

野
で
行
政
機
関
な
ど
に
提
出
す
る
書
類

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す
る
こ
と
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
所
得
税

の
確
定
申
告
の
場
合
、
平
成
29
年
2
～

３
月
に
行
う
平
成
28
年
分
の
確
定
申
告

か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
希
望
す

れ
ば
自
由
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
か
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
原
則
と

し
て
生
涯
同
じ
番
号
を
使

い
続
け
て
い
た
だ
き
、
自

由
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い
し

て
不
正
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
本
人
の

申
請
ま
た
は
市
町
村
長
の
職
権
に
よ
り

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
通
知
さ

れ
る
平
成
27
年
10
月
以
降

に
国
外
に
滞
在
し
、
日
本

国
内
に
住
民
票
が
な
い
場
合
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
指
定
さ
れ

る
の
で
す
か
？
　

平
成
27
年
10
月
以
降
、
日

本
国
内
に
一
度
も
住
民
票

を
お
い
た
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
指
定
は
行
わ
れ

ま
せ
ん
。
帰
国
し
て
国
内
で
住
民
票
を

作
成
し
た
と
き
に
初
め
て
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
指
定
が
行
わ
れ
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
。

わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
み
ん
な
で
マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
に
聞
い
て
み
よ
う
！

教
え
て
！
マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
！

行
政
手
続
で
は
な
く
、
レ

ン
タ
ル
店
や
ス
ポ
ー
ツ
ク

ラ
ブ
に
入
会
す
る
場
合
な

ど
に
も
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
身
分
証
明

書
と
し
て
使
っ
て
良
い
の
で
す
か
？

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
券
面

に
は
、
氏
名
、
住
所
、
生

年
月
日
、
性
別
（
基
本
４

情
報
）、
顔
写
真
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

レ
ン
タ
ル
店
な
ど
で
も
身
分
証
明
書
と

し
て
広
く
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
た

だ
し
、
カ
ー
ド
の
裏
面
に
記
載
さ
れ
て

い
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
レ
ン
タ
ル
店
な

ど
に
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
レ
ン
タ
ル
店
な
ど
が
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
書
き
写
し
た
り
、
コ
ピ
ー
を

取
っ
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
有
効

期
限
は
あ
り
ま
す
か
？

　
20
歳
以
上
の
方
は
10
年
、

20
歳
未
満
の
方
は
容
姿
の

変
化
を
考
慮
し
5
年
と
し

て
い
ま
す
。　

マイナンバー

通
知
カ
ー
ド
や
個
人
番

号
カ
ー
ド
の
記
載
内
容

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？
　

引
越
し
な
ど
で
市
町
村
に

転
入
届
を
出
す
と
き
は
、

通
知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
同
時
に
提
出
し
、
カ
ー

ド
の
記
載
内
容
を
変
更
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
場
合
で
も
、
通

知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、14
日
以
内
に
市
町
村
に
届
け
出
て
、

カ
ー
ド
の
記
載
内
容
を
変
更
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。自

分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

取
り
扱
う
際
に
気
を
付
け

る
こ
と
は
何
で
す
か
？　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
生
涯

に
わ
た
っ
て
利
用
す
る
番

号
な
の
で
、
失
く
し
た
り
、

番
号
を
漏
ら
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
法
律
や
条

例
で
決
め
ら
れ
て
い
る
社
会
保
障
、税
、

災
害
対
策
の
手
続
き
で
行
政
機
関
や
勤

務
先
な
ど
に
提
示
す
る
以
外
は
、
む
や

み
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
他
人
に
教
え
な

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
他

の
手
続
き
の
パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
使
う
こ
と
も
避
け
て
く
だ

さ
い
。

他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

収
集
し
て
は
い
け
な
い
の

で
す
か
？
　

社
会
保
障
、
税
、
災
害
対

策
の
手
続
き
に
必
要
な
場

合
な
ど
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

法
第
19
条
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を

除
き
、
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供

を
求
め
た
り
、
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
収
集
し
、
保

管
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
本
人
の
同
意

が
あ
っ
て
も
、
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
こ
こ
で
の
他
人
と
は
「
自
己
と
同
一

の
世
帯
に
属
さ
な
い
者
」
の
こ
と
を

指
し
ま
す
。

マイナンバーは、行政を効率化し、
国民の利便性を高め、公平・公正な
社会を実現する社会基盤です。
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施設名 募集
方法

担当・
問い合わせ

１ 栗山公園・夕張川河畔広場（2施設）

一括
公募

町建設水道課
技術グループ
☎ 73-7513

２

社会教育施設等（7施設）
　南部公民館・南部地区町民センター
　角田農村環境改善センター
　角田農村環境改善センターテニスコート
　開拓記念館・泉記念館
　カルチャープラザ「Ｅｋｉ」
※ファーブルの森観察飼育舎は除外（町営
施設へ移管）

町教育委員会
社会教育
グループ
☎ 72-1117　

３

社会体育施設（12施設）
　スポーツセンター
　総合グラウンド
　栗夢広場
　運動公園
　ふじスポーツ広場
　ふじ交流センター
　町民球場
　栗山公園球場
　栗山公園弓道場
　栗山・角田・継立水泳プール

４
栗山ダムパークゴルフコース（1施設）
※御園パークゴルフコースは除外（町営施
設へ移管）

公募

※「図書館」「勤労者福祉センター」「いきいき交流プラザ」の 3施設につ
いては、前回同様、施設の性格、規模および機能により公募することが
適さない施設として、公募をしないで指定管理者を選定します。

■指定管理者選定スケジュール

■指定管理者を公募する施設

■応募手続

　町では、平成 20年 4月より指定管理者制度を導入し、
現在、7団体が管理運営を行っていますが、本年度をもっ
て指定期間が満了となりますので、平成 28年 4月から
新たな指定管理者を選定するため募集を行っています。

指定期間は、平成 28年 4月から平成 33年 3月までの 5年間です。

○応募希望の団体などは、募集要項および申込書類を町ホームページ
からダウンロードしてください。
　http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp
※なお、ダウンロードできない場合は右記担当窓口において配付して
います。
　配付期限　10月 21日㈬
○応募に当たって、質問を受付し回答します。
　質問受付期間　10月 1日㈭～７日㈬
　質問回答期限　10月 9日㈮
※質問および回答は郵送、ＥメールまたはＦＡＸにより行います。
○申込書類の提出は、10月 13日㈫から 27日㈫までに、各担当窓口
に持参・提出してください。　

　募集受付後、指定管理者選定委員会で書類審査
およびプレゼンテーションヒアリング（一般公開）
を実施し、指定管理者候補者を選定します。
　指定管理者候補者は、町議会の議決を受けて、
指定管理者として指定されることになります。

業務引継

指定管理者候補者選定
審査結果公表

指定管理者の決定
協定書締結

指定管理者による
管理運営開始

選定委員会プレゼンテーション
ヒアリング（一般公開）

選定委員会書類審査

11 月
中旬～下旬

11 月
上旬

12 月
上旬

12 月下旬
～ 1月

4 月 1日

【制度の仕組み】

申込者

法人
ＮＰＯ法人
各種団体　など

応
募

町

議
会
議
決

指　
　

定

使用申請
料金支払

使用許可
料金収受

指定管理者

管
理
運
営

利用者（住民）

公の施設

公の施設とは・・・
　住民の福祉を増進す
る目的で、住民が使用
できるように町が設置
する施設（公民館・体
育館・グラウンド・公
園など）

募集締切
10 / 27㈫指定管理者を募集！

公の施設



【
分
譲
地
の
概
要
】

○
所
在
地　

朝
日
４
丁
目

○
道　

路　

団
地
周
辺
は
町
道
で
す
。

○
水　

道　

上
下
水
道
管
の
取
付
口
は
各

　
　
　
　
　

区
画
に
あ
り
ま
す
。

【
分
譲
地
受
付
期
間
お
よ
び
時
間
】

　

平
成
27
年
10
月
１
日
㈭
～
16
日
㈮

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
受
付
期
間
以
降
は
随
時
受
け
付
け

※
希
望
区
画
が
重
複
の
場
合
は
抽
選

【
特
約
事
項
】

○
住
宅
建
設
の
た
め
の
土
地
を
必
要
と
す

る
個
人
ま
た
は
法
人
で
あ
る
こ
と
。

○
１
世
帯
１
区
画
と
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

申
請
書（
町
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
に
備
付
）

に
世
帯
全
員
の
住
民
票
１
通
を
添
付
し

申
し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。

子育て支援センター　徒歩約10分栗山中学校　徒歩約15分 朝日ふれあい公園　徒歩約1分マックスバリュ　徒歩約3分

ゆとりある暮らしを実現しませんか

10 月 1 日から

17 区画

分 譲
開 始【問い合わせ】町ブランド推進課　☎ 73-7516

▼
北
海
道
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規
約
の

変
更
に
つ
い
て

以
上
３
件
は
、
新
規
加
入
の
申
請
お
よ

び
解
散
脱
退
の
届
け
出
な
ど
が
あ
っ
た

こ
と
に
伴
い
、
当
該
組
合
規
約
の
変
更

が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規

約
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

▼
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命
に
つ
い
て

教
育
委
員
会
教
育
長
と
し
て
、
南
條
宏

氏
（
月
形
町
）
を
任
命
す
る
も
の
で

す
。
任
期
は
、
平
成
27
年
10
月
１
日
か

ら
平
成
30
年
9
月
30
日
ま
で
の
３
年

間
で
す
。

▼
栗
山
町
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

標
準
町
村
議
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
出
産
の
場
合
の
欠
席
の
届
け

出
に
つ
い
て
、
新
た
に
規
定
す
る
も
の

で
す
。

▼
平
成
26
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
・
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
・
北
海
道
介
護
福

祉
学
校
特
別
会
計
・
介
護
保
険
特
別
会

計
・
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
・
住

宅
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
お
よ
び
水
道
事
業
会
計
・

下
水
道
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

以
上
８
件
は
、
決
算
審
査
特
別
委
員
会

を
経
て
、本
会
議
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

▼
栗
山
町
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

▼
栗
山
町
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

以
上
２
件
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が

導
入
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
個
人
情
報

の
取
り
扱
い
お
よ
び
手
数
料
に
係
る
規

定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
の
公
布
に
よ
り
、
関
係
部
分
の
条

例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
熊
駆
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

本
条
例
で
引
用
し
て
い
る
法
律
な
ど
の

題
名
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
道
央
廃
棄
物
処
理
組
合
へ
の
加
入
に

つ
い
て

廃
棄
物
焼
却
施
設
の
設
置
、
管
理
お
よ

び
運
営
に
関
す
る
事
務
の
共
同
処
理
を

行
う
た
め
、
道
央
廃
棄
物
処
理
組
合
規

約
の
提
案
を
行
い
、
千
歳
市
、
北
広
島

市
、
南
幌
町
、
由
仁
町
お
よ
び
長
沼
町

で
構
成
さ
れ
る
道
央
廃
棄
物
処
理
組
合

へ
加
入
す
る
も
の
で
す
。

▼
北
海
道
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規

約
の
変
更
に
つ
い
て

▼
北
海
道
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償

等
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

▼
平
成
26
年
度
栗
山
町
健
全
化
判
断
比

▼
平
成
26
年
度
栗
山
町
資
金
不
足
比
率

▼
放
棄
し
た
債
権
の
報
告

▼
平
成
26
年
度
一
般
財
団
法
人
栗
山
町
農

業
振
興
公
社
決
算
の
報
告

▼
林
業
・
木
材
産
業
の
成
長
産
業
化
に
向

け
た
施
策
の
充
実
・
強
化
を
求
め
る
意

見
書

▼
子
ど
も
医
療
費
無
料
化
実
施
自
治
体
に

対
す
る
国
民
健
康
保
険
国
庫
負
担
金
削

減
の
廃
止
を
求
め
る
意
見
書

以
上
２
件
は
可
決
さ
れ
、
関
係
省
庁
に

提
出
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
と
お
り
、
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

お
よ
び
補
充
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

■
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
（
敬
称
略
）

　

村
上　
　

哲
（
中
央
３
）

　

砂
田　

正
樹
（
松
風
３
）

　

鈴
木　

英
樹
（
大
井
分
）

　

長
谷
川
真
由
美
（
桜
丘
１
）

■
選
挙
管
理
委
員
会
補
充
員
（
敬
称
略
）

　

古
林　

義
弘
（
中
央
２
）

　

青
木　

朝
雄
（
桜
丘
２
）

　

川
﨑　

俊
樹
（
大
井
分
）

　

宮
川
ゆ
か
り
（
富
士
）

議
会
の
動
き

報　

告

認　

定

　

平
成
27
年
第
７
回
町
議
会
定
例
会
（
９

月
８
日
招
集
）
に
お
い
て
、
次
の
議
案
が

審
議
さ
れ
ま
し
た
。

 

▼
平
成
27
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
５
号
）

歳
入
歳
出
予
算
に
1
億
4
4
6
9

万
5
千
円
を
追
加
し
、
総
額
を
85
億

2
0
0
万
5
千
円
と
す
る
も
の
で
、

主
な
補
正
の
内
容
は
、
地
域
ふ
れ
あ
い

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
発
行
事
業
補
助

金
な
ど
に
係
る
補
正
で
す
。

▼
平
成
27
年
度
栗
山
町
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

歳
入
歳
出
予
算
に
3
2
1
6
万
2
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
21
億
６
３
４
万

２
千
円
と
す
る
も
の
で
、
主
な
補
正
の

内
容
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
な
ど
の

額
の
確
定
に
よ
る
補
正
で
す
。

▼
平
成
27
年
度
栗
山
町
介
護
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

歳
入
歳
出
予
算
に
３
１
８
８
万
８
千
円

を
追
加
し
、
総
額
を
14
億
１
９
３
７
万

８
千
円
と
す
る
も
の
で
、
主
な
補
正
の

内
容
は
、
平
成
26
年
度
に
お
け
る
介
護

給
付
費
、
地
域
支
援
事
業
費
お
よ
び
事

務
費
の
確
定
な
ど
に
よ
る
補
正
で
す
。

意
見
書
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生活に便利な周辺環境

議　

案

区画
番号 面積（㎡） 価格（円）

① 335.18 4,893,000
② 333.91 4,741,000
③ 333.93 4,741,000
④ 333.94 4,741,000
⑤ 332.07 4,848,000
⑥ 337.81 4,932,000
⑦ 338.20 4,802,000
⑧ 338.44 4,805,000
⑨ 351.77 5,135,000
⑩ 339.02 4,949,000
⑪ 338.82 4,811,000
⑫ 338.82 4,811,000
⑬ 323.06 4,716,000
⑭ 376.06 5,490,000
⑮ 376.01 5,339,000
⑯ 375.94 5,338,000
⑰ 375.34 5,479,000

分譲価格

▲

① ⑤④③②

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑭ ⑮ ⑯ ⑰

第
３
期
朝
日
住
宅
団
地

町道南通り

朝日
ふれあい
公園

朝日４丁目住宅団地
第４期

分譲地区画図

▲

選　

挙


